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本資料の対象と視点 

 
1992 年の「環境と開発に関する国際連合会議（通称地球サミット）」で採択されたアジェンダ 21 は，各国の

政府に対し，「持続可能な発展に関する国家戦略（National Sustainable Development Strategy: 
NSDS）」を策定すること，並びに「持続可能な発展に関する国家委員会（National Council for 
Sustainable Development NCSD）」を設置することを求めている。これを受けて，多くの諸国で，戦略の策

定及び国内組織の設立が行われている。 
本資料は，諸外国で策定されている持続可能な発展戦略について，特に戦略に含まれる要素の範囲と策

定過程におけるステークホルダー参画のあり方に焦点を当てて，概説を試みたものである。 
 

１．対象 

本資料は，特に特徴的ないくつかの地域及び国（欧州連合，イギリス，フランス，ドイツ，ベルギー，フィ

ンランド）において策定された持続可能な発展戦略を取り上げている。なお，これらの事例の中には必ずし

もアジェンダ２１との関係が明確でないものも含まれ，また，持続可能な発展戦略を策定している国全てを

網羅したものではない。 
 
２．視点 

（１） 策定時期等 

戦略の策定時期及び改定時期 

（２） 戦略の概要 

①基本的考え方  

戦略中で持続可能な発展がどのように意義付けられているか，戦略の主要な目的は何か，戦略を貫く基本的な

原則や視点は何かなど。 

②戦略に含まれる要素の分布状況 

戦略に含まれる取組等の要素が，環境・経済・社会の 3 分野にどのように分布しているかを，あくまで目安として

図示したもの。ただし，取組等多くは，視点によって複数の側面を有しているため，ここでは便宜的に，取組等の項

目名等を参考に，下図の分類の目安に従って機械的に整理を行った。なお，取組等の項目名が同じであっても，

当該項目を構成する具体的な施策等の内容によって，分類を変えている場合もある。 

      ③戦略の主な内容 

         戦略に含まれる取組等の概要。 

   （３） 戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴 

      戦略の策定過程にステークホルダーがどのように関与しているのかを，参画の基点となる組織の概要や構成，特徴に焦

点を当てて概説。 

 
 （参考）戦略に含まれる要素の分布状況についての項目分類の目安 

社 会 
環 境

経 済

 

経済発展一般，貿易自由化， 

科学時術，技術革新 など 

自然保護一般，生物多様性， 

公害問題一般 など 

 

化学物質被害， 

食の安全・環境と健康 など

雇用・労働，移民 

地域格差・地域開発 

少子高齢化社会 

世代間不公平 など 

人権一般，平等・民主主義， 

社会的疎外・社会的連帯，家族， 

消費者問題一般，医療・健康一般 

教育・文化一般，治安，防災 

コミュニティ など 

 

持続可能な消費・生産 

持続可能なインフラ 

人口問題，食糧問題， 

貧困・開発，ＥＳＤ 

市場環境整備 など 

エネルギー，水資源， 

地球温暖化問題一般， 

廃棄物，循環型社会 など



 - 2 -

１． 欧州連合： 欧州連合持続可能な発展戦略 

（The European Union’s Strategy for Sustainable Development） 
 

（１）策定時期等 

2001 年～， 2006 年改定 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆持続可能な発展の意義と位置付け 

持続可能な発展は， 

・ 未来世代が自らニーズを充足させる能力を損なうことなく，現在世代のニーズを充足させること。 

・ 条約に規定されたＥＵの包括的目標であり，域内の全ての政策や活動を統制。 

・ 多様性の中で生命を育む地球の能力を守ることであり，また，全ての人々の自由と機会均等を含む，民

主主義，ジェンダーの平等，連帯，法の支配，基本的人権の尊重といった諸原則を基礎とする。 

・ 現在世代と未来世代双方にとっての，地球上における生活の質（quality of life, well-being）を継続的に

改善していくことを目的としている。そのために，持続可能な発展は，文化の多様性を尊重しつつ，平

和で安全な世界における，完全雇用，高水準の教育，公衆衛生，社会的・地域的連帯，環境保護を兼

ね備えたダイナミックな経済を促進する。 

 

◆戦略の主要な目的 

○環境保護 

○社会的平等と社会的連帯 

○経済的繁栄 

○国際的責任への対応 

②戦略に含まれる要素の分布状況 

社 会 
環 境

経 済

 

・環境保護 

・自然資源の保全及び管理 

・持続可能な輸送及び交通 

・持続可能な生産及び消費 

・発展途上国の開発と貧困問題 

・環境と健康予防 

・気候変動とクリーンエネルギー 

・開かれた民主主義社会 

・基本的人権の尊重 

・平等と社会連帯 

・人口（移住・移民）問題 

・経済的繁栄 
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③戦略の主な内容 

◆政策の原則 

○基本的人権の尊重と保護 

・ 基本的権利の促進，全ての形態の差別との戦い，貧困削減への貢献，世界における社会的疎外の

解消により，人権をＥＵの政策の中心に位置づける。 

○世代内及び世代間の連帯 

・ ＥＵ内外において，将来世代が自らのニーズを充足させる能力を損なうことなく，現在世代のニーズ

の充足に取り組む。 

○開かれた民主主義的社会 

   ・ 市民の情報へのアクセス権を保証し，正義へのアクセスを確保する。全ての利害集団・組織に適切

な対話と参加のチャネルを確保する。 

○市民の参加 

   ・ 意思決定における市民参加を促進する。持続可能な発展に関する教育や周知啓発を促進する。市

民自身が環境に及ぼす影響やより持続可能な選択に向けた方策について情報提供する。 

○企業とその社会的パートナーの参加 

・ 持続可能な消費と生産の実現に向けた協働と共通の責任を促進するため，社会的対話や企業の社

会的責任，官民パートナーシップを推進する。 

○政策の横断的連携と統治 

・ 持続可能な発展に資するため，ＥＵの全ての政策間の横断的連携，並びに，地方，地域，国，グロ

ーバル・レベルの全ての取組間の横断的連携を促進する。 

○政策の統合 

   ・ 公正な影響評価やステークホルダー対話など，優れた規制に向けたあらゆる手段を活用することで，

経済と社会と環境についての統合的配慮の促進し，３者の一貫性と相互補完性を確保する。 

○優れた知識の利用 

・ 利用可能な最も優れた知識に基づいて政策が企画・評価・実施されるとともに，それらが費用対効果

に優れている状況を確保する。 

○予防的原則 

・ 科学的に不確かな状況がある場合，適切な評価手続きと予防的手段を取ることで，健康や環境への

被害を回避する。 

○汚染者負担の原則 

・ 消費と生産活動が社会にもたらす真のコストを価格に反映させるとともに，汚染者が健康や環境に及

ぼす被害を補償する状況を確保する。 

 

◆主要な取組 

○気候変動とクリーンエネルギー 

・ 気候変動の抑止，並びに，それが社会や環境に与えるコストや悪影響の抑止。 

○持続可能な輸送 

・ 経済，社会，環境への悪影響を最小限化しつつ，輸送システムを社会経済的要求，社会的要求，環
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境的要求に合致させることの確保。 

○持続可能な消費及び生産 

・ 持続可能な消費様式及び生産様式の促進。 

○自然資源の保全及び管理 

・ 生態系の価値を理解し，自然資源の管理向上と過剰利用の回避を図る。 

○公衆衛生 

・ 全ての人に平等で良好な公衆衛生の促進，及び，健康の脅威に対する予防の向上。 

○ソーシャルインクルージョン，人口問題，移住 

・ 世代内及び世代間の連帯を考慮に入れたソーシャルインクルージョン社会の実現，及び，個人の幸

福の前提としての市民の生活の質の保障と向上。 

○地球規模の貧困及び持続可能な発展への取組 

・ 世界規模の持続可能な発展の積極的な推進，及び，EU 内外の政策と地球規模の持続可能な発展

とそれに関わる国際的コミットメントとの調和。 

 

◆知識社会に向けた横断的政策貢献 

○教育と訓練 

○研究開発 
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２． イギリス： 未来を守る―イギリス政府持続可能な発展戦略 

（Securing the future― The UK Government Sustainable Development Strategy） 
 

（１）策定時期等 

1999 年～，2005 年改定 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆戦略の目標 

世界の全ての人々が基本的な欲求を満たすことができ，また，未来世代の生活を犠牲にしない限りでさ

らにより良い生活を享受できることを目指す。 

 

◆戦略の基本原則 

環境の限界という視点に着目し，「持続可能な消費及び生産」，「気候変動とエネルギー」，「自然資源

保護」，「持続可能なコミュニティ」という四つの優先課題を掲げ，それらを国際的次元，社会的次元も含め

た統合的戦略として策定する。 

 

◆優先課題解決のための体制整備 

○討議の場の設定やトレーニングプログラムによる意識の向上 

○ステークホルダー参加のための体制整備 

○キャパシティビルディングによるプレイヤーの育成 

②戦略に含まれる要素の分布状況 

 

社 会 
環 境

経 済

・主要産業セクターの連携 

・自然資源の保全及び管理 

・生物多様性 

・持続可能なコミュニティ 

・持続可能な生産及び消費 

・発展途上国の開発と貧困問題 

・クリーンエネルギー 

・エネルギー効率の向上 

・気候変動 ・廃棄物削減 

・環境税制 

・厚生 ・教育 

・雇用 ・住宅 

・発展途上国の貿易自由化支援 

・イノベーション

・地域格差の解消 

・地域開発 
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③戦略の主な内容 

◆優先課題 

○持続可能な消費及び生産 

・ 産業部門における資源効率の向上，廃棄物量の削減に関する取組 

・ 新技術開発の支援 

・ 消費者に対するアドバイス等の支援 

・ 産業部門におけるパートナーシップの促進 

○気候変動とエネルギー 

・ 国際会議の場における気候変動問題の率先的問題提示 

・ 国家主導の温室効果ガス削減のアクションプラン策定 

・ カーボンオフセット，航空機における二酸化炭素排出量取引等の各制度の導入 

○自然資源保護 

・ ステークホルダー含めた総合的政策アプローチの検討 

・ 環境の限界と環境の不均衡等，調査による現状認識 

・ 関係機関新設，協力体制の創設による国家の役割強化 

○持続可能なコミュニティ 

・ 地域の課題の中に持続可能な発展に関する問題意識を組み入 

・ 地域における課題解決能力の付与及び向上 

・ 地域，国家，地球レベルでの持続可能な発展戦略のリンク 

 

（３）戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴 

◆持続可能な発展委員会（Sustainable Development Commission: SDC）の関与 

○概要 

持続可能な発展に関する政策や取組に対する監視の役割を担う独立した政府機関であり，「政府へ

の専門家としての助言活動」，「政府や行政を中心としたアクターへのキャパシティビルディング」，「関

連分野の意識啓発やディベートの主催」，「レポートや実績評価による持続可能な発展に関する取組の

監視」等を行う。以前に存在した「持続可能な発展に関するラウンドテーブル」，及び，「持続可能な発

展に関する政府委員会」を前身とし，2000 年に設立された。また，2005 年の持続可能な発展戦略策定

に伴い，これら戦略に関する監視役の位置つけも与えられている。 

○構成 

学術界，科学技術関係，産業界，NGO 等のバックグラウンドを持つ 19 人の委員，及び，それをサポ

ートする 46 名の政策専門スタッフから成る。委員の任命は首相が行う。 

○ステークホルダー参画の特徴 

委員のポストへの応募は誰にでも開かれている（但し，委員になるためには空ポストやステークホルダ

ー配分等の制約をクリアする必要がある）。さらに，委員会の活動に対する意見募集や，オンラインディ

ベートも開催され，関心のある者やステークホルダーが委員会の活動にコミットメントする道は広く開か

れている。 
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３． フランス： 持続可能な発展国家戦略 

（La Stratégie Nationale de Développement Durable, National Sustainable Development Strategy） 
 

（１）策定時期等 

2003 年～，2006 年改定 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆持続可能な発展の意義と位置付け 

・「未来世代の自らのニーズを充足させる能力を損なうことのなく，現在世代のニーズを充足させること」と

いう要求に簡潔に表されるように，経済発展，社会正義，健康と環境の保護を調和させることによって未来

に備えること。 

 

◆戦略の目的及び基本原則 

・ 世界の全ての人々が基本的な欲求を満たすことができ，また，未来世代の生活を犠牲にしない限りでさ

らにより良い生活を享受できることを目指す。 

・ 持続可能な発展戦略の定義づけ及びその履行における全てのステークホルダーの参画，及び，持続

可能な発展に対する国家としての統合的アプローチを図ること。 

 

②戦略に含まれる要素の分布状況 

社 会 
環 境

経 済

 

・資源の保護 

・環境汚染の調査及び対策 

・水資源と生態系 

・クリーンエネルギー 

・エネルギー効率の向上 

・気候変動 

 

・持続可能な輸送及び交通 

・持続可能な生産及び消費 

・消費者意識の啓発 

・発展途上国の開発と貧困問題 

・都市と農村の格差 

・都市開発 

・環境汚染被害者への配慮

・環境と健康予防 

・農村の開発と環境保全 

 

・イノベーション 

・持続可能性に関わる企業活動の支援 
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③戦略の主な内容 

◆優先課題 

○持続可能な発展のプレイヤーとしての国民参加 

・ 国民の関与による持続可能な発展の概念の明確化 

・ 信頼性及び透明性に優れた情報の提供 

・ 持続可能な発展に関する環境学習の整備 

・ 議論への国民参加の促進 

○個々の対象分野 

・ 都市部の開発と農村部 

・ 自然地域の環境保全 

・ 気候変動に関する予防原則の実践 

・ 持続可能な生産及び消費 

・ 企業の ESG及びイノベーション支援 

・ 公衆衛生の向上 

・ 環境汚染の防止 

・ 地域格差の解消 

○政府の役割 

・ 政策への持続可能な発展の組み入れ 

・ 持続可能な発展に関連する分野の調査研究 

・ 持続可能な発展を促進する行政活動 

 

（３）戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴 

◆持続可能な発展に関する国家協議会（Le Conseil National du Développement Durable: CNDD）の関与 

○概要 

持続可能な発展に関する政策を支援し，その評価及び監視を通じて，持続可能な発展に関する国

家戦略をより良いものにしていくことを目的として，首相の下に置かれた組織。主に首相の発意による持

続可能な発展に関する課題の検討，関連する法令の草案についての答申，及び，独自の提案や勧告

を行う。 

○構成 

地域政府，事業者，労働組合，NGO，消費者，学術関係者等から，持続可能な発展に関する分野

の経験及び専門能力等を考慮した上で，首相により 90 名の委員が任命される。 

○ステークホルダー参画の特徴 

年四回開催される総会は，市民団体の代表や持続可能な発展に関連する団体の代表等，各課題に

応じたステークホルダーに向けて開かれている。 
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４． ドイツ： ドイツの展望 ― 私達の持続可能な発展に関する戦略 

（Perspektiven für Deutschland ― Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung, 
Perspectives for German ― Our strategy for Sustainable Development） 

（１）策定時期等 

2002 年～，2005 年見直し，2008 年秋改定予定1 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆持続可能な発展の定義と戦略の中での位置付け 

「未来世代の自らのニーズを充足させる機会を危機に陥らせることのないように，現在世代のニーズを

満足させるような発展の型である」とのブルントラント委員会の定義を踏まえると，持続可能な発展とは，現

在世代のニーズと未来世代の生活の期待を関連付け，世代間の契約という形をとることで，両者にとって

公平な形の長期的な発展を目指すという欠かすことのできない理念である。 

 

◆戦略の目的及び基本原則 

○世代間公平 

○生活の質 

○社会的連帯 

○国際的責任 

○持続可能性の行動規則 

②戦略に含まれる要素の分布状況 

                                                  
1 現在，秋に予定されている戦略の改定について草案を公表し，意見の募集中である。 

社 会 
環 境

経 済

・資源の保護 

・生物多様性 

・土地資源の利用 

・大気 

・クリーン（再利用可能）エネルギー

・エネルギー効率の向上 

・気候変動 

・発展途上国の開発と貧困問題 

・食物 

 

・持続可能性とイノベーション 

・革新的な企業 

 ・世代間公平 

・高齢化社会問題 

・発展途上国への開発金融

・雇用 ・外国人 

・社会連帯 ・社会の流動性

・平等 ・家族 ・教育 

・治安対策 ・健康 

・国家の借金 

・未来への財政的備え
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③戦略の主な内容 

◆項目例 

○社会的プロセスとしての戦略策定 

・ 多様なステークホルダーの役割認識と参加 

・ 各主体間の協力関係の発展」等 

○持続可能な発展の重点課題 

・ エネルギーの効率的な利用―気候変動の防止 

・ （社会的）流動性の確保―環境の保護 

・ 健全な生産，消費―健全な食物 

・ 人口動態への対応 

・ 教育と高等学校の改革 

・ 革新的な企業―実りある経済 

・ 土地資源の過剰利用の抑止 

○その他，国際社会における役割，戦略の評価方法等 

 

（３）戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴 

◆持続可能な発展のための協議会（Rat für Nachhaltige Entwicklung: RNE）の関与 

○概要 

持続可能な発展に関する政策や取組のサポート，及び，持続可能な発展に関する議論を公の場に

おいて活発化させることを目的に設立された首相の諮問機関。持続可能な発展に関するマルチステー

クホルダーフォーラムの開催，政府の政策に対するレポート及び評価活動等を行う。 

○構成 

地域政府，事業者，労働組合，環境団体，メディア，教会等の代表から，首相により 14 名が任命され

る。 

○ステークホルダー参画の特徴 

協議会自体に委員以外のステークホルダーが自由に参加できるというような方式は見当たらないが，

マルチステークホルダーフォーラムの開催や，ある特定課題におけるステークホルダー意見交換会の

開催を積極的に行う等して，持続可能な発展に関連するさまざまなテーマについての議論の場を提供

することにより，ステークホルダー参加の機会を確保する。 
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５． ベルギー： 連邦政府持続可能な発展の計画 2004-2008 年版 

（Plan fédéral de développement durable 2004-2008， 
Federal Sustainable Development Plan 2004-2008） 

 

（１）策定時期等 

2000 年，2004 年改定 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆戦略の目的及び基本原則 

○全ての国が認識すべき共通の責任，とりわけ先進国が認識すべき先導的役割 

○世代内及び世代間の公平 

○政策決定における経済，社会，環境的側面の統合 

○環境に重大な影響を及ぼす分野での予防的原則の適用 

○全てのステークホルダーの意思決定，及び，履行段階での参加 

②戦略に含まれる要素の分布状況 

社 会 
環 境

経 済

・持続可能な生産 

・持続可能なエネルギー 

・気候変動 

・生物多様性 

・北海の管理 

・クリーンエネルギーの使用 

・エネルギー効率の向上 

・イノベーション 

・消費者の保護 

・交通システムの改善 

・社会的疎外と貧困 

・人口高齢化社会 

・社会の流動性 

・治安の向上 

・住宅 

・雇用 

・家族 

・医療 

・食生活 ・森林の保護，管理 

・自然資源の保護 

 

・クリーンな移動手段の促進



 - 12 -

 

③戦略の主な内容 

◆項目例 

・ 貧困の撲滅とソーシャルインクルージョンの課題 

・ 人口高齢化社会への対応 

・ 公衆衛生における被害予防 

・ より責任ある自然資源利用 

・ 気候変動課題とクリーンエネルギーの積極的使用 

・ 輸送システムの改善 

・ 生物多様性 

 

（３）戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴 

◆持続可能な発展のための連邦協議会（Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling  

- Conseil Fédéral du Développement Durable: FRDO-CFDD）の関与 

○概要 

Agenda 21 や気候変動枠組条約等，国際的合意の履行を主な目的として設置された機関であり，連

邦政府及び地方政府の持続可能な発展に関する政策に対する助言，及び，持続可能な発展に関連し

た独自のイニシアティヴ等を行う。1993 年以来の「持続可能な発展に関する国家協議会」の継続的機

関として，「持続可能な発展に関する連邦政策の調整に関する法律（Loi du 5 mai 1997 relative à la 

coordination de la politique fédérale de développement durable）」によって設立された。 

○構成 

社会団体，環境団等の各種団体，消費者組合，労働組合，事業者連合，エネルギー産業，学術者

等の代表から成る。また，連邦政府及び地域政府代表や，環境，社会経済助言機関等の派遣員も参

加するが，彼らは意見表明権のみを有する。 

○ステークホルダー参画の特徴 

助言機関としての役割以外に，シンポジウムの開催等による持続可能な発展に関する議論を高める

フォーラムとしての位置づけも与えられている。政府代表や各社会団体の代表は，そこで自らの意見を

表明することができ，その意見等は協議会の助言活動の中に組み込まれていくことになっている。ま

た，「連邦政府持続可能な発展計画」の策定過程においては，政府草案に対する意見募集，議論の場

の設定等，サポート機関として幅広い役割を果たし，戦略策定におけるステークホルダー参加の機会を

提供した（上記，1997 年の法律では計画の策定過程における市民参加を義務として定めている。）。 
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６． フィンランド： 持続可能な選択に向けて 
― 国家的にも世界的にも持続可能なフィンランド   

（Towards sustainable choices ― A nationally and globally sustainable Finland） 
 

（１）策定時期等 

2006 年～2030 年（評価は２年毎に行う） 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆持続可能な発展の捉え方 

「持続可能な発展とは，未来世代の自らのニーズを充足させる機会を危機に陥らせることのないように，

現在世代のニーズを満足させるような発展の型である」というブルントラント委員会の定義を出発点として，

「持続可能な発展とは，世界，地域，地方レベルでの社会変動の過程に常に影響され，現在世代と未来

世代により良い生活を送るための全ての機会を提供することを常に目指したもの」と定義づけている（1994

年 12 月フィンランド持続可能な発展に関する国家委員会）。 

 

◆基本ビジョン 

安全で，かつ，環境に対して責任ある全ての人が参加する多様性のある社会における，持続可能な幸

福を作り出すこと 

 

◆基本原則 

○経済，環境，社会，文化的側面の相互関係 

○世代を超えた長期的な政策 

○世界，国家，地域政策の調和 

○科学的根拠に基づくアプローチ 

○人的資源の強化及び機会平等の確保 
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②戦略に含まれる要素の分布状況 

 

③戦略の主な内容 

◆項目例 

○自然資源の使用と保護のバランス 

・ 気候変動 

・ 生物多様性 

○持続可能な地域システムによる持続可能なコミュニティ 

・ 農村地域の活況 

・ 輸送システム 等 

○ライフサイクル全般における幸福 

・ 社会保障 

・ 雇用 

・ 世代間連帯 

・ ソーシャルインクルージョン 

・ 多文化的国家 

○持続可能な発展のセーフガードとしての経済 

・ 福祉国家 

・ 情報国家 

・ 競争力のある国家 等 

○持続可能な選択のための支援 

・ 教育支援 

・ イノベーション 

環 境

経 済

・消費行動の変革 

・持続可能な生産 

・社会的疎外と貧困 

・生物多様性 

・バルト海の保護 

・再利用可能なエネルギーの使用 

・エネルギー効率の向上 

・気候変動による影響の削減 

 

・イノベーション 

・健康な生活と公衆衛

・ワーキングライフの質

・人口高齢化 

・世代間の連帯 

社 会 

・地域ネットワーク創造 

・コミュニティの多様性と

良好な生活環境 

・交通システムと情報社会

・世代間の連帯 

・国家のアイデンティティ

ーと多文化性 
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（３）戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴 

◆持続可能な発展に関する国家委員会 

（Finnish National Commission on Sustainable Development）の関与 

○概要 

フィンランドにおける持続可能な発展政策を促進するため，政府によって設立された組織。多様なス

テークホルダーが持続可能性に関する考え，目標，取組を提供し，議論に参加できるフォーラムとして

機能，特に，「持続可能な発展戦略」の策定準備から承認に至る過程で積極的な役割を果たす。 

○構成 

閣僚が国民委員会を主催し，議会，地方政府を含む行政機関，産業界，労働組合，NGO，メディ

ア，教会の代表が参加する。また，教育小委員会及び地域における持続可能な発展小委員会が設置

されている。 

○ステークホルダー参画の特徴 

FNCSD が 2001 年に立ち上げた「持続可能な発展に関する協働プログラム」では，企業，政府，研究

機関，都市，NGO等の様々なステークホルダーが参加し，持続可能な発展に関する自らの行動につい

てのコミットメントを表明した。そこでの成果は，現在の取組の改善やパートナーシップ組織同士の非公

式な合意，協働プロジェクト，経験の共有など様々である。また，上記の持続可能な発展国家戦略の策

定にあたっては，広範なステークホルダーが参加する戦略策定グループを立ち上げ，草案の作成段階

からステークホルダーの参加を積極的に担保した。 
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（参考）持続可能な発展に関連する我が国の各種行政計画  

 
Ａ．環境基本計画 

 
我が国においては，アジェンダ２１が求める，「持続可能な発展に関する国家戦略（National Sustainable 

Development Strategy: NSDS）」に該当するものとして，環境基本計画が国連持続可能な発展委員会（UN 
Commission on Sustainable Development: CSD）に登録されている。 
 
（１）策定時期等 

1994 年～，2000 年第二次環境基本計画，2006 年第三次環境基本計画 

 

（２）戦略の概要 

①基本的考え方 

◆持続可能な社会の捉え方 

“持続可能な社会”とは，“健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域までにわたって

保全されるとともに，それらを通じて国民一人一人が幸せを実感できる生活を享受でき，将来世

代にも継承することができる社会”であり，そのためには，多様化する国民の期待が実現する社

会の基盤としての環境が適切に保全されるとともに，経済的側面，社会的側面も統合的に向上す

ることが求められると言える。すなわち，目指すべき持続可能な社会とは，物質的な面だけでな

く，精神的な面からも，安心，豊かさ，健やかで快適な暮らし，歴史と誇りある文化，結びつき

の強い地域コミュニティといったものを，我が国において将来世代にわたって約束するような社

会であるとともに，それを世界全体に波及させていくような社会であると考えることができる。 

 

◆戦略の目標及び展開の方向 

目標  

○ 「共生」 

・ 健全な生態系が維持，回復され，自然と人間との共生が確保されること 

○ 「循環」 

      ･ 自然界全体の物質循環から，各種の規模の生態系・地域における人間の社会経済活動を

通じた物質循環までを含む，様々な系において健全な循環が確保されること。 

○ 「共生」及び「循環」 

･ 現在に加え将来においても環境への負荷が環境保全上の支障を生じさせることのないよ

うに，環境への負荷が環境の容量を超えないものであること。 

・ 地域の風土や文化的資産がいかされ，環境的側面から安全・安心で，質のいい生活が確

保されること。 

○「参加」 

・ 世代間，地域間，主体間で健全で環境の恵み豊かな持続可能な社会を作るための負担が

公正かつ公平に分かち合われること。 
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・ 国民が自発的に環境保全のために行動できるとともに，環境に影響を与える行政機関な

どの意思決定に適切に参加できること。 

○「国際的取組」 

・ 地球環境保全が人類共通の課題であり我が国にとって重要なものであることを踏まえ，

地球全体における環境の保全と世界のすべての人々がそのための行動をとることに向け

て地球規模の協力，連携が行われること。 

展開の方向 

○ 環境的側面，経済的側面，社会的側面の統合的な向上 

○ 環境保全上の観点からの持続可能な国土･自然の形成 

○ 技術開発･研究の充実と不確実性を踏まえた取組 

○ 国，地方公共団体，国民の新たな役割と参画・協働の推進 

○ 国際的な戦略を持った取組の強化 

○ 長期的な視野からの政策形成 

 

②戦略の主な内容 

◆環境保全に関する施策 

○ 地球環境の保全 

○ 大気環境の保全（地球規模の大気環境を除く。） 

○ 水環境，土壌環境，地盤環境の保全 

○ 廃棄物・リサイクル対策などの物質循環に係る施策 

○ 化学物質の環境リスクの評価･管理に係る施策 

○ 自然環境の保全と自然とのふれあいの推進 

○ 環境影響評価等 

○ 調査研究，監視･観測等の充実，適正な技術の振興等 

○ 環境情報の整備と提供 

○ 地域における環境保全の推進 

○ 環境保健対策，公害紛争処理，環境犯罪対策 

○ 技術開発などに際しての環境配慮及び新たな課題への対応 

○ 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策 

○ 環境教育・環境学習等の推進 

 

◆重点分野政策プログラム（優先的施策） 

○ 地球温暖化問題に対する取組 

○ 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組 

○ 都市における良好な大気環境の確保に関する取組 

○ 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組 

○ 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組 

○ 生物多様性の保全のための取組 
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○ 市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり 

○ 環境保全の人づくり・地域づくりの推進 

○ 長期的な視野を持った科学技術，環境情報，政策手法等の基盤の整備 

○ 国際的枠組みやルールの形成等の国際的取組の推進 

 

（３）戦略策定におけるステークホルダー参画の特徴（第三次環境基本計画） 

◆中央環境審議会 

 ○概要 

環境基本法（平成五年法律第九十一号）第四十一条に基づき設置。環境大臣の諮問により環境基

本計画の案の策定等行う。第三次環境基本計画については平成 17 年２月より中央環境審議会総

合政策部会にて審議。 

○構成 

 中央環境審議会令（平成五年十一月十九日政令第三百七十二号）に基づき，環境大臣が学識経

験者より任命する 30人以内の委員により構成されるほか，同じく環境大臣の任命により臨時委
員・専門委員が置かれる。 
○ステークホルダーの参画 

中央環境審議会自体に多様な団体所属の委員が参加しているほか、審議と並行して，以下の通

り開かれた議論を展開 

・ 中間報告を含め 2回のパブリックコメントの実施 

・ 民間，業界，学界，地方公共団体，関係省庁など計６３団体と中央環境審議会総合政策部

会委員との 13 回にわたる意見交換会の実施 

・ 全国 7箇所において公募参加者に対するブロック別ヒアリングの実施 
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Ｂ．その他の行政計画等 

 

我が国においては、環境基本計画以外にも、持続可能な発展に関連する行政計画等が分野別に複数存在

する。以下はこうした行政計画等のうち、法令に根拠があるものの中から例示を行ったものである。 

 

（参考）持続可能な発展に関連する行政計画等の例 

行政計画等の名称 根拠法令 

エネルギー基本計画 エネルギー政策基本法 

海洋基本計画 海洋基本法 

科学技術基本計画 科学技術基本法 

環境基本計画 環境基本法 

観光立国推進基本計画 観光立国推進基本法 

教育振興基本計画 教育基本法 

京都議定書目標達成計画 地球温暖化対策の推進に関する法律 
原子力政策大綱 原子力基本法 

高齢社会対策大綱 高齢社会対策基本法 

国土形成計画 国土形成計画法 

自殺総合対策大綱 自殺対策基本法 

社会資本整備重点計画 社会資本整備重点計画法 

住生活基本計画 住生活基本法 

循環型社会形成推進基本計画 循環型社会形成推進基本法 

障害者基本計画 障害者基本法 

少子化社会対策大綱 少子化社会対策基本法 

消費者基本計画 消費者基本法 

食育推進基本計画 食育基本法 

食料・農業・農村基本計画 食料・農業・農村基本法 

森林・林業基本計画 森林・林業基本法 

水産基本計画 水産基本法 

男女共同参画基本計画 男女共同参画社会基本法 

日本経済の進路と戦略 内閣府設置法  

文化芸術の振興に関する基本計画 文化芸術振興基本法 

防災基本計画 災害対策基本法 
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